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１ 摂津市の現状
（1） 位置及び地勢
（2） 土地利用の状況
（3） 人口の状況
（4） 就業の状況
（5） 都市施設の状況
（6） 自動車交通の状況
（7） 公共交通の運行状況
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摂津市地域公共交通計画の計画目標
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目標【２】 公共交通への転換など、かしこいクルマ
の使い方の浸透により、渋滞がほとんどない生活
がしやすいまち

摂津市が目指す将来像及び30～50年先のめざす姿・目標 4

分科会で整理された６つの観点

それぞれの観点で、将来なっていたい状況の仮説を整理

目指すすがた
（30～50年先の目標）

分科会委員の懸念事項や関心事などを整理
摂津市の公共交通が
目指す将来像

②交通の円滑化
主に通勤になると思うが、これを実態把握するととも
に、解消につながる方法を考えていく

①ネットワークとしての公共交通の充実
狭あいな地域の住民の外出手段をどう確保するか、ど
う既存の交通に乗り継げるかという点

③自転車の活用
駐車場や自転車道路ネットワークに関わるところもあ
るが、自転車を公共交通と共存、あるいは補完関係に
させるためにどうしていくかという施策も考えなけれ
ばならない

⑤公共交通のサービス・情報統合
せっかく摂津市には多くの鉄道やバス、タクシーがあ
るので、外から来た人にとっても使いやすいような情
報提供をしていく必要がある

④道路空間のプライオリティ見直し
特に駅前広場などの使い方として、公共交通にプライ
オリティを置くと、ある種の利用促進につながる側面
もあり、道路や駅前広場などの空間のあり方や施策の
検討が必要

⑥住民意識の向上
結局使うのは住民であり、こうした施策メニューを行
政側が用意して与えるという仕組みではなく、検討の
中に住民も入り、「自分たちが必要だ」として実行に移
していく、住民との共創と観点が必要

誰もが気軽に
出かけられ、

はたらき、暮らせ
るふらっとなまち
～ 平坦な地形を活かし
た多様な交通手段の展
開により、ふらっと出か
けられる機会を創出 ～

目標【１】 新技術等を含めた多様なモビリティによ
り、市内のどこからでも目的地にアクセスできるま
ち

目標【3】 平坦な地形を活かして自転車と公共交
通が連携し、移動需要を双方で補完しあうことで、
誰もが自由に移動できるまち

目標【4】 道路や駅前広場などの空間において、
使い方の優先度が適切に設定され、安全性や利便
性が最大限に高められた、賑わいあふれるまち

目標【5】 交通事業者相互にとどまらず、市内の
企業や施設、市民が共創し、情報の一元化や取組
のシームレス化が実現されたまち

目標【6】 住民や企業、就業者など摂津市の移動
に関わる全ての人が、交通手段をかしこく選択す
る意識を持って、公共交通を守り、育てられている
まち

○分科会で整理された６つの観点を踏まえ、30～50年先の目指す姿・目標を整理



当面５年先の目標及び目標達成に向けて取り組む施策

○30～50年先の目指す姿を踏まえ、当面の目指しどころとして、まずは５年先の目標について整理

○そして、その５年先の目標を達成するために、それぞれの観点で想定される施策を整理
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５年先の目標を達成するため、それぞれの観点で
取り組んでいく施策を整理

目標達成に向けて取り組む施策

それぞれの観点で、将来なっていたい
状況の仮説の整理

目指す姿
（ 30～50年先の目標）

5年後にそうなっていたいという状況の仮
説の整理（３０～50年先の目標よりクリア）

当面の目指しどころ
（5年先の目標）

バス・タクシーのサービスをできるだけ維持
しながら、事業者間の連携強化や住民との
共創、自転車や新たなモビリティを活用する

①ネットワー
クとしての
公共交通の
充実

目標① ラストマイル※１の多様な移動手段
が整えられ、既存公共交通を利用しやすい
状態

目標【１】 新技術等を含めた多様なモビ
リティにより、市内のどこからでも目的
地にアクセスできるまち

誰もが気軽に出かけられ、
はたらき、暮らせる、ふらっとなまち

※１  ラストマイル ： モノ・サービスが到達する最後の区間のこと。公共交通分野においては最寄り駅・バス停から自宅・目的地までの区間を指す。本計画ではファーストマイルを含む用語として整理
※２ 住民等 ：住民や企業、就業者など摂津市の移動に関わる全ての人

②交通の円
滑化

目標② ピーク時の通勤需要など、特定の
ターゲットを絞った対策により、深刻な渋滞
が緩和した状態

目標【２】 公共交通への転換など、かし
こいクルマの使い方の浸透により、渋滞
がほとんどない生活がしやすいまち

③自転車の
活用

目標③ 公共交通の需要を減らさず、サー
ビスを補完する形で、自転車・シェアサイク
ルを利用しやすい環境が整った状態

目標【3】 平坦な地形を活かして自転車
と公共交通が連携し、移動需要を双方で
補完しあうことで、誰もが自由に移動で
きるまち

目標⑥ 住民等※2が、公共交通の現状を認
識し、自家用車の利用を控える意識を持つ
とともに、公共交通の利用促進に携わる人
材が確保・育成された状態

目標【6】 住民や企業、就業者など摂津
市の移動に関わる全ての人が、交通手
段をかしこく選択する意識を持って、公
共交通を守り、育てられているまち

⑥住民意識
の向上

④道路空間
のﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨ
見直し

目標④ 既存公共交通やラストマイルの手
段などが利用しやすい空間として整えられ、
渋滞がなく安全で快適に通行ができる状態

目標【4】 道路や駅前広場などの空間に
おいて、使い方の優先度が適切に設定
され、安全性や利便性が最大限に高め
られた、賑わいあふれるまち

⑤公共交通
のサービス・
情報統合

目標⑤ 事業者間のダイヤ・路線情報等が
共通化された媒体があり、利用者が容易に
アクセスできる状態

目標【5】 交通事業者相互にとどまらず、
市内の企業や施設、市民が共創し、情報
の一元化や取組のシームレス化が実現
されたまち

【施策2-1】交通需要マネジメント（TDM）の実施検討
【施策2-2】事業所に対するモビリティマネジメント

（事業所MM）の実施

【施策3-1】シェアサイクルの普及・利用促進
【施策3-2】自転車の利用促進

【施策6-1】モビリティマネジメント（住民MM、学校
MM、市職員MM）の実施

【施策6-2】公共交通人材の育成・確保

【施策4-1】道路空間の再配分・活用方法変更の検討

【施策5-1】移動のシームレス化の推進
【施策5-2】バス待ち環境の確保・改善
【施策5-3】店舗等と連携した利用促進の検討

【施策1-1】セッピィ号及び市内循環バスの運行形態
の見直し

【施策1-2】タクシー乗り場設置の検討
【施策1-3】新たなモビリティの導入及びモビリティ拠点

整備の検討



誰もが気軽に出かけられ、はたらき、暮らせるふらっとなまち
～ 平坦な地形を活かした多様な交通手段の展開により、ふらっと出かけられる機会を創出 ～

摂津市が目指す将来像のイメージ 6

○ 摂津市が目指す将来像をより具体的にイメージできるように、計画の推進により実現が期待される場面をビジュアル化

②交通の円滑化

①公共交通ネットワークの充実

③自転車の活用

⑤公共交通のサービス・情報統合

④道路空間のプライオリティ見直し ⑥住民意識の向上



目標達成に向けて取り組んでいく施策（案）
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【施策１－１】 セッピィ号及び市内循環バスの運行形態の見直し

目 的
・市民の移動実態・ニーズは時代に応じて変化していますが、セッピィ号は平成30年以降、市内循環バスは平成25年以降から同様
の形態で運行しており、サービスの改善・見直しが近年は十分にできていませんでした。
・そこで、市民にとってより使いやすい移動手段とするため、セッピィ号及び市内循環バスの運行形態の見直しを図ります。

具体的な内容

・市民の移動実態・ニーズにあった運行形態を検討するために、まずは利用実態の分析や市民ニーズの把握等を実施します。
・そして、移動実態及びニーズを踏まえて、運行形態（路線・区域やダイヤ、車両等）の見直しを検討します。なお、路線バスが提供す
るサービスと重複しないよう役割を明確化するとともに、公共交通全体の利用促進にもつながるように鉄道・路線バスへの接続も
考慮します。

役 割

主体
【摂津市】 実施主体、市民ニーズ把握、運行形態見直し検討（道路交通課）
【バス事業者】 運行主体、運行形態見直しに対する提案・助言

連携・協働
【国土交通省】 法制度・他地域事例に係る助言
【施設管理者】 バス停やベンチ等の待合環境確保の協力
【市民】 市民ニーズ把握の協力、積極的な利用、調査やワークショップ等への積極的な参加

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

観点①ネットワークとしての公共交通の充実 8

本格運行実証運行
運用面の検証
関係者調整

▼住民ニーズに応じたサービスのリニューアル（山形県鶴岡市）

出典：庄内交通㈱HP

リニューアルポイント
① 車両の小型化（26人乗り⇒12人乗り）
② 増便（12便/日⇒48便/日）

③ バス停の増設（58箇所⇒80箇所）
④ 運行ルートの変更（平日2コース⇒平日土日祝3コース）

▼路線に応じた車両カラーでの運行
（広島県東広島市）

目標【１】 新技術等を含めた多様なモビリティにより、市内のどこからでも目的
地にアクセスできるまち

運行形態見直し検討

市民ニーズ把握

【事例・取組イメージ】



観点①ネットワークとしての公共交通の充実 9

【施策１－2】 タクシー乗り場設置の検討

目 的
・居住地からバス停が遠い地域では公共交通の利用に対するハードルが大きく、またタクシーを利用する場合においても狭あい道
路が残る地域ではタクシー車両が入ってこれず、大通りまで歩いて出る必要があります。
・こうした地域における移動手段を確保するため、住宅エリア内へのタクシー乗り場の設置を検討します。

具体的な内容

・地域や産業部門と連携・協働し、タクシー乗り場の設置の検討を行います。なお、設置候補地の抽出にあたっては、民間駐車場や集
合住宅の空きスペース、事業所の未活用スペース等の活用も検討します。加えて、乗り場の確保・運用に関する協定等の締結に向
けた調整を行います。
・将来的には決まった時間にタクシーが待機している状態などを目指し、タクシー乗り場の運用方法についても検討します。

役 割

主体

【地域】 乗り場設置の候補地の抽出、乗り場の確保・運用に関する協定等の締結
【タクシー事業者】 協定等に基づく運用
【摂津市】 乗り場導入・設置の方針整理、事例収集、乗り場の環境整備、迎車料金補助の検討、協定等の締結の調整・

サポート（道路交通課）

連携・協働
【摂津市・商工会】 乗り場候補地等の情報提供、協議の場の調整（産業振興課）
【国土交通省】 事例収集、関係者の紹介
【市民】 タクシーの積極的な利用

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

大通り
バス停

大通り
バス停

道路が狭く、タクシーが通行できないエリア

▼タクシー乗り場の設置イメージ

タクシー
乗り場

▼駐車場を活用したタクシー乗り場設置
（大阪府東大阪市）

乗り場導入・設置の方針整理
事例収集・ヒアリング

乗り場設置の候補地抽出

関係者調整（協定等の締結・協議の場の調整など）
乗り場設置の試行

乗り場の本格運
用、迎車料金補助
の検討

出典：東大阪市『地域交通拠点』（地域内タクシー乗り場）設置社会実験の実施とその成果
仲林 篤史,大阪商業大学共同参画研究所,2022

地域：自治会や町会などまと
まりのある組織等

市民：地域公共交通を利用
する個人

目標【１】 新技術等を含めた多様なモビリティにより、市内のどこからでも目的
地にアクセスできるまち

【事例・取組イメージ】



【施策１－3】 新たなモビリティの導入及びモビリティ拠点整備の検討

目 的
・気軽に外出できる環境にしていくためには、最寄り駅・バス停から自宅や目的地まで（ラストマイル）の移動手段の確保が必要です。
・誰もが使いやすいラストマイルの移動手段を確保していくためにも新たなモビリティの導入を検討します。あわせて、既存公共交
通の利便性・乗り継ぎやすさ向上のため、モビリティ拠点の整備も検討します。

具体的な内容

・高齢者でも気軽に利用できるように、小型モビリティや電動車いす等のシェアモビリティの導入を検討します。
・新たなモビリティの導入とあわせて、鉄道や路線バス、タクシー、自転車等を含めた多様な交通モードが集積するモビリティ拠点
（モビリティハブ）の整備を検討します。なお、モビリティ拠点の位置は、地域のイベント等ができる賑わい形成や既存公共交通への
接続等を考慮して検討を行います。

役 割

主体
【摂津市】 事例収集、導入する交通モード・モビリティ拠点の機能・位置・整備手法の検討（道路交通課）
【モビリティ事業者】 新たなモビリティの提案・設計

連携・協働

【鉄道・バス・タクシー事業者・シェアサイクル事業者】 モビリティ拠点整備に対する助言、広報活動・周知への協力
【摂津市・商工会】 企業の所有するモビリティ拠点候補地等の情報提供、協議の場の調整（産業振興課）
【施設管理者】 モビリティ設置スペース確保の協力
【市民】 イベントなどの機会に新たなモビリティへの関心の向上、拠点の確保に向けた協働と積極的な関与

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

観点①ネットワークとしての公共交通の充実 10

▼高齢者でも利用がしやすいシェアモビリティ

新たなﾓﾋﾞﾘﾃｨに関する情報収集・視察
導入するモビリティの検討

モビリティ導入の試行、関係者調整
拠点形成の検討・候補地抽出

モビリティの本
格運用・拠点化

の実現

出典：WHILL㈱HP

電動車いす小型モビリティ

出典：トヨタ自動車㈱HP

▼多様な交通が集積するモビリティ拠点（モビリティハブ）

出典：国土交通省資料

目標【１】 新技術等を含めた多様なモビリティにより、市内のどこからでも目的
地にアクセスできるまち

【事例・取組イメージ】



【施策2－1】 交通需要マネジメント（TDM）の実施検討

目 的
・自家用車の利用集中に伴い発生する渋滞により、路線バスの定時性確保が困難な状況となっています。
・より快適な公共交通サービスを提供していくため、自家用車の利用方法の変更を促して交通混雑の緩和を図る交通需要マネジメ
ント（TDM：Transportation Demand Management）の実施を検討します。

具体的な内容

・交通需要マネジメントとして、パーク＆ライドやカーシェアリング、送迎サービスの統合・共同化の可能性を検討します。
・通勤時の移動が自家用車から公共交通に見直されると、企業の従業員駐車場スペースを削減することができ、土地に係る費用の
削減や土地の有効活用等、産業振興・活性化につながることも期待されるため、産業部門とも連携を図りながら検討を行います。
・市民に向けた公共交通への転換を促すインセンティブを検討します。

役 割

主体
【摂津市】 事例収集、TDMの推進、バス停位置の調整・ルート再編の検討（道路交通課）
【摂津市・商工会】 事業所への働きかけ、協議の場の調整（産業振興課）

連携・協働
【鉄道・バス・タクシー事業者】 TDMへの参画・協働、広報活動・周知への協力
【国土交通省】 事例収集、関係者の紹介、TDM推進に対する助言
【市民】 TDM活動への参加・理解、体験を踏まえた広報活動への協働

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

観点②交通の円滑化 11

出典：タイムズ24㈱HP

▼パーク＆ライドの取組イメージ ▼複数企業間でのカーシェアリング（福岡県福岡市）

TDMに関する事例収集・視察
手法の検討

TDMの試行、関係者調整 TDMの本格実施

出典：住友商事㈱HP

目標【２】 公共交通への転換など、かしこいクルマの使い方の浸透により、渋滞
がほとんどない生活がしやすいまち

出典：ダイハツ株式会社HP

▼福祉・介護施設の共同送迎サービス（島根県出雲市）

【事例・取組イメージ】



観点②交通の円滑化 12

【施策2－2】 事業所に対するモビリティマネジメント（事業所MM）の実施

目 的
・朝の通勤時間帯に自家用車の渋滞に巻き込まれ、路線バスの定時性確保が困難な状況となっています。
・通勤交通に伴う渋滞を緩和するため、市内の事業所に対して自家用車から公共交通への転換を働きかける、モビリティマネジメン
トの取組を実施します。

具体的な内容

・モビリティマネジメントとして、公共交通利用の動機付けリーフレットの配布やエコ通勤優良事業所の認証・登録の推進を行います。
・エコ通勤優良事業所の認証・登録推進にあたっては、事業者へのインセンティブについても検討します。

役 割

主体 【摂津市】 リーフレット等による啓発、エコ通勤優良事業所の選定・インセンティブ検討（道路交通課）

連携・協働
【摂津市・商工会】 リーフレット等の配布協力、エコ通勤に関して高い意識を持つ事業所の紹介（産業振興課）
【鉄道・バス・タクシー事業者】 駅や車両等へのエコ通勤優良事業所掲出の協力

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

▼公共交通利用の動機付けリーフレット ▼エコ通勤優良事業所に対するインセンティブ実施（栃木県宇都宮市）

エコ通勤協力事業所の選定・インセンティブの検討
エコ通勤優良事業所の
認証・登録サポート

出典：宇都宮市HP
出典：エコ通勤ポータルサイト（国土交通省）

エコ通勤に関する取組み
を積極的に推進している
事業所を認証・登録し、そ
の取組みを国民に広く紹
介する制度

リーフレット等による啓発活動

目標【２】 公共交通への転換など、かしこいクルマの使い方の浸透により、渋滞
がほとんどない生活がしやすいまち

【事例・取組イメージ】



観点③自転車の活用 13

【施策3－1】 シェアサイクルの普及・利用促進

目 的
・現在、産官学が連携してシェアサイクル実証実験に関する協定を締結し、シェアサイクルの有効性及び課題の検証を実施しています。
・公共交通を補完し、誰もが自由に移動できる環境を確保していくため、シェアサイクルの普及・利用促進を図ります。

具体的な内容

・シェアサイクルポートの設置やシェアサイクルの広報活動を行います。
・なお、シェアサイクルの普及・促進にあたっては、公共交通の需要を減らさずにサービスを補完することを前提として、公共交通全
体の利用促進につながるように鉄道・路線バスへの接続も考慮します。

役 割

主体
【摂津市】 ポート設置に係る調整、広報活動の実施（道路交通課）
【シェアサイクル事業者】 サイクルポートの増設置、利用に関するデータ提供、シェアサイクルの採算性の向上

連携・協働

【バス事業者】 路線バスの利用促進につながるシェアサイクルの普及・促進の協力
【摂津市・商工会】 ポート設置候補地等の情報提供、協議の場の調整（産業振興課）
【市民】 移動状況に応じたシェアサイクルの利用
【施設管理者・地域】 ポート設置に係るスペース確保の協力

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

▼バス事業者と連携したポート設置

サイクルポートの増設置
広報活動の実施

▼市内に設置されているシェアサイクルポート

出典：東急バス㈱HP

有効性及び
課題の検証

目標【3】 平坦な地形を活かして自転車と公共交通が連携し、移動需要を双方で
補完しあうことで、誰もが自由に移動できるまち

【事例・取組イメージ】



【施策3－2】 自転車の利用促進

目 的
・本市は平坦な地形であることから、他市と比べても自転車を利用した移動が多くなっています。
・そこで、より自転車が利用しやすい環境を構築し住民の移動手段の充実化を図るため、自転車の利用促進を図ります。

具体的な内容

・路線バスの停留所周辺に駐輪場を設置するなど、サイクル＆バスライドの推進を検討します。なお、バス停付近への駐輪場整備に
あたり、設置スペースを確保できるかについて検討を行うとともに、自転車利用者の安全確保も考慮して検討を行います。
・また、自転車走行空間の確保や利用マナーの周知・啓発も進めていきます。

役 割

主体 【摂津市】 駐輪場設置の候補地・手法の検討、関係者調整・具体的検討、自転車走行空間の整備（道路交通課）

連携・協働
【バス事業者】 バス停乗降状況の情報提供、駐輪場設置検討に対する助言
【施設管理者】 駐輪場整備に対する技術的助言
【市民】 自転車の積極的な利用、自転車の利用マナーアップ

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

■サイクル＆バスライド
出発地点（自宅など）か
ら自転車で最寄のバス
停までいき、バス停付
近の自転車駐車場に駐
車し、バスに乗り換えて
目的地に向かうこと

観点③自転車の活用 14

関係者調整・具体的検討

▼サイクル＆バスライド（神奈川県茅ケ崎市）

出典：茅ケ崎市HP

駐輪場設置の候補地・手法の検討

目標【3】 平坦な地形を活かして自転車と公共交通が連携し、移動需要を双方で
補完しあうことで、誰もが自由に移動できるまち

▼市内に設置されている矢羽根型路面標示

バス停付近への
駐輪場設置

自転車走行空間の整備

【事例・取組イメージ】



観点④道路空間のプライオリティ見直し 15

【施策４－１】 道路空間の再配分・活用方法変更の検討

目 的

・道路や駅前広場において公共交通のプライオリティを高くする等、使い方の優先度を適切に設定することは公共交通の利便性向
上につながります。
・既存公共交通やラストマイルの手段などが利用しやすく、また渋滞がなく安全で快適に通行ができる空間としていくため、道路空
間の再配分や活用方法変更を検討します。

具体的な内容

・道路空間の再配分・活用方法変更として、道路空間を活用したシェアリングやバス停でのバリアフリー化の実施、駅前広場の使い
方・方向性を検討します。

役 割

主体 【摂津市】 事例・技術情報収集、具体化・手法の検討、鉄道・バス・タクシー事業者との調整（道路交通課）

連携・協働
【鉄道・バス・タクシー事業者】 道路空間の再配分及び用途変更に対する提案・助言、改善が必要な箇所の情報提供
【市民】 公共交通の積極的な利用

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

具体化・手法の検討、一部試行事例や技術情報の収集
道路空間の再配
分及び用途変更

の実施

出典：国土交通省関東地方整備局東京国道事務所

出典：㈱ブリヂストンHP

▼バス停でのバリアフリー化（バリアレス
縁石設置）（神奈川県横浜市）

▼道路空間を活用したシェアリング
（東京都千代田区）

出典：南富山駅周辺まちづくりビジョン

▼駅前広場の使い方・方向性を示したビジョン
（富山県富山市）

目標【4】 道路や駅前広場などの空間において、使い方の優先度が適切に設定
され、安全性や利便性が最大限に高められた、賑わいあふれるまち

【事例・取組イメージ】



観点⑤公共交通のサービス・情報統合 16

【施策５－1】 移動のシームレス化の推進

目 的
・利用者目線に立った公共交通を実現していくためには、これまでの枠組みにとらわれない事業者の壁を越えた一元的なサービス
提供が求められます。
・公共交通の更なる利便性向上を図るため、移動のシームレス化を推進します。

具体的な内容

・交通モードを統合した情報提供ツール（公共交通マップ）の作成・配布やバス停統合などの運行情報の一体的な案内に加えて、乗
換検索や予約、運賃支払い等を一括で行うことができるサービスの活用・連携なども検討します。
・なお、公共交通マップは、目的地ベースの案内や乗り方・利用マナーの周知等、利用者目線でのわかりやすい情報を掲載するとと
もに、掲載情報の確認に係る事業者の負担も考慮した上で作成を行います。

役 割
主体

【摂津市】 事例・技術情報収集、具体化・手法の検討、関係者調整・協議実施、情報提供ツールの作成・配布（道路交通課）
【バス事業者】 運行情報等の提供、マップ配架スペースの確保、バス停統合の検討、具体化・手法の検討に係る助言
【鉄道・タクシー事業者】 運行情報等の情報提供、配架スペースの確保、具体化・手法の検討に係る助言

連携・協働 【市民】 公共交通の積極的な利用、マップ作成への参画、広報・周知への協力

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

出典：KANSAI MaaS HP

目標【5】 交通事業者相互にとどまらず、市内の企業や施設、市民が共創し、情
報の一元化や取組のシームレス化が実現されたまち

▼交通モードを統合したマップ（大阪府枚方市）

出典：NPO法人ひらかた環境ネットワーク会議HP

情報提供ツールの
作成・配布

関係者調整・協議実施、具体化・手法の検討、一部試行事例・技術情報収集
移動のシームレス化の

実施

情報提供ツールの更新・配布

出典：JAみついしHP

▼バス停の統合（北海道日高郡）

【事例・取組イメージ】

▼乗換検索・予約・決済を一括で行うサービス



観点⑤公共交通のサービス・情報統合 17

【施策５－2】 バス待ち環境の確保・改善

目 的 ・公共交通の利便性を向上させるため、バス待ち環境の確保・改善を行います。

具体的な内容

・沿道のコンビニや商業施設等の民間施設とも連携して、バス待ち環境の確保を行っていきます。また、交通事業者や行政に加えて、
企業や市民を巻き込んだ維持管理の方法を検討します。
・なお、バス待ち環境の確保・改善にあたっては、地域の憩い・賑わい拠点として整備していくことも考慮して検討を行います。
・加えて、住民の公共交通に対する意識の高まりに合わせて、市民が主体となったバス待ち環境の確保・改善等にも取り組みます。

役 割

主体 【摂津市】 事例収集、バス待ち環境整備の候補地抽出・整備、関係者調整・協議実施（道路交通課）

連携・協働

【バス事業者】 バス待ち環境確保・改善の取組に対する提案・助言・協力
【摂津市・商工会】 バス待ち空間候補地等の情報提供、協議の場の調整（産業振興課）
【施設管理者】 バス停やベンチ等の待合環境確保の協力
【市民】 公共交通の積極的な利用、バス停整備・維持への積極的な参画

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

▼コンビニ等と連携したバス待ち環境確保（岐阜県岐阜市）

出典：岐阜市HP

▼企業・市民の協賛金によるバス停整備・維持管理のイメージ

事例収集・ヒアリング
バス待ち環境整備の候補地抽出

バス待ち環境整備の試行
関係者調整・協議実施

バス待ち環境の確保の実施
維持管理方法の検討

出典：とさでん交通㈱HP

バス停整備

目標【5】 交通事業者相互にとどまらず、市内の企業や施設、市民が共創し、情
報の一元化や取組のシームレス化が実現されたまち

※上屋はイメージ

バス事業者

摂津市
協賛企業・市民

公共交通利用者

協賛金

命名権付与

満足度・
利用促進

バス停整備
・維持管理

広報・
マーケティング

知名度向上
来客促進

【事例・取組イメージ】



観点⑤公共交通のサービス・情報統合 18

【施策５－3】 店舗等と連携した利用促進の検討

目 的 ・公共交通の利用機会を醸成するため、店舗等と連携した利用促進を検討します。

具体的な内容

・市内の目的地となる商業施設等と連携して、公共交通利用者への特典・インセンティブを検討します。

役 割

主体
【摂津市】 事例収集、具体化・手法の検討（道路交通課）
【バス事業者】 店舗と連携した利用促進の取組に対する助言、協力
【摂津市・商工会】 店舗等への協力の働きかけ、協議の場の調整（産業振興課）

連携・協働
【施設管理者】 公共交通利用者への特典実施の協力
【市民】 公共交通の積極的な利用、利用につながるインセンティブのアイデア提供

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

▼商業施設等と連携した企画乗車券（大阪府河内長野市）

出典：河内長野市HP

店舗等と連携した利用促進の試行
協力店舗の募集
具体化・手法の検討

店舗と連携した利用
促進の本格実施

目標【5】 交通事業者相互にとどまらず、市内の企業や施設、市民が共創し、情
報の一元化や取組のシームレス化が実現されたまち

▼本市で取り組んでいる商業施設・店舗と
連携した消費喚起・購買促進の取組

【事例・取組イメージ】



観点⑥住民意識の向上 19

【施策６－１】 モビリティマネジメント（住民MM、学校MM、市職員MM）の実施

目 的
・公共交通を将来世代に渡って持続可能なものとしていくためには、市民自らが本市の公共交通の現状についてきちんと認識する
とともに、積極的に利用して守っていく必要があります。
・そこで、自家用車の利用を控えて公共交通を利用する意識を醸成するため、モビリティマネジメントの実施を行います。

具体的な内容

・本市における公共交通の現状や取組について周知・案内を行い、公共交通に対する興味・関心の醸成を行います。
・阪急バスが作成している既存の学習教材も活用して、小学生や中学生等に公共交通の役割や必要性について考える機会を提供す
るとともに、中長期的な利用促進を行います。
・公共交通の積極的な利用を促すため、市民等に先行して本市職員を対象としたモビリティマネジメントを実施します。
・その他、乗車体験機会を設ける等、公共交通の利用促進につながる取組を検討します。

役 割
主体

【摂津市】 事例収集、具体化・手法の検討、ツール・教材等の作成、関係者調整・協議実施（道路交通課）
【鉄道・バス・タクシー事業者】 実施に必要な情報提供、企画・ツール作成の支援、広報活動・周知への協力
【市民】 企画・ツール作成の場への参画、広報活動・周知への協力
【市職員】公務中の公共交通の積極的な利用

連携・協働 【摂津市】 施策実施に係る調整、学校への依頼（学校教育課）

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

▼公共交通の情報提供による興味・関心醸成
（栃木県小山市）

出典：バスの情報誌Bloom！―ブルーン！

モビリティマネジメントの取組実施
取組の見直し・改善

企画・ツール作成
（市民参加型）

▼公共施設利用とセットになった
利用体験（石川県能美市）

出典：能美市HP

▼公共交通を題材にした学習教材
（阪急バス㈱）

出典：阪急バス㈱提供資料

目標【6】 住民や企業、就業者など摂津市の移動に関わる全ての人が、交通手段
をかしこく選択する意識を持って、公共交通を守り、育てられているまち

【事例・取組イメージ】
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【施策６－２】 公共交通人材の育成・確保

目 的

・公共交通を持続的に確保・維持していくためには、公共交通ネットワークの充実や利用促進の実施等、多方面から様々な取組が必
要となります。
・そこで、公共交通に関わる人材の充実を図るため、利用促進等の取組を実施できる人材の育成や運送を担う乗務員の確保に取り
組み、ひいては、こうした人材が新たな人材の育成・確保につながるような好循環の実現を目指します。

具体的な内容

・国の制度等を活用し、交通に関する知識やデータ活用のノウハウ、コーディネートのスキル等を有する人材の育成を行います。
・人材育成にあたり、交通事業者や学識者による講演や市民参加型のワークショップ等のプログラムを開催するほか、外部機関が開
催している公共交通のセミナーへの参加・案内を行います。
・なお、定年退職後の選択肢として、消防職員からの乗務員への転籍など、乗務員確保に関する取組についても検討します。

役 割

主体
【摂津市】 事例収集、具体的な実施方法の検討、庁内・事業者調整、外部セミナーへの参加・案内（道路交通課）
【鉄道・バス・タクシー事業者】 人材の受け入れ態勢の整備
【市民】 プログラムへの積極的な参加

連携・協働
【鉄道・バス・タクシー事業者】 プログラムの企画・開催の協力
【大学】 プログラムの企画・開催の協力

実施時期

令和７年（2025年） 令和８年（202６年） 令和９年（202７年） 令和10年（202８年） 令和１１年（202９年） 次期計画

プログラム企画

■国土交通省 モビリティ人材育成事業
【事業概要】：地域公共交通のリ・デザインを推進するため、モビリティ人材（交通に関する知識・デー

タ活用のノウハウ・コーディネートのスキル等を有する人材）の育成に関する仕組み
の構築や運営を行う事業

【補助対象事業者】：自治体、交通事業者、まちづくり団体等の民間事業者・NPO法人等
【補助率・上限額】：定額（上限3千万円）

▼人材の発掘・育成を進めるための制度 ▼地域住民の参加が可能な公共交通に関するセミナー

出典：NPO法人再生塾HP

外部セミナーの参加・案内、乗務員確保の取組の検討

プログラムの実施、見直し・改善

▼消防職員から乗務員転籍（三重県桑名市）

出典：桑名市

目標【6】 住民や企業、就業者など摂津市の移動に関わる全ての人が、交通手段
をかしこく選択する意識を持って、公共交通を守り、育てられているまち

【事例・取組イメージ】
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計画目標の達成状況を評価する指標（KPI） 22

○当面の目指しどころ（５年先の目標）を踏まえて評価指標・目標値を設定し、計画の推進・達成状況を確認

５年先の目標 評価指標（KPI） 現況値 目標値
指標の考え方 算出方法・データソース 目標値の考え方

バス・タクシーのサービスをできる
だけ維持しながら、事業者間の連
携強化や住民との共創、自転車や
新たなモビリティを活用する

車を利用しなくても移動し
やすいまちだと思う人の
割合

・暮らしやすさを評価する指
標として設定

市政モニターアンケート調査で、「自家
用車を利用しなくても移動しやすいま
ちだと思う」と答えた割合
【調査頻度：毎年】

35.5% R5 45.9％ 現状「どちらかと言えばいい
え」と回答している市民の半
数が「はい」または「どちらか
と言えばはい」に転換すること
を目標とする

各交通手段に占める自動
車利用者の割合

・自動車から公共交通・自転
車へ利用転換されているか
を評価する指標として設定

各交通手段の利用者割合を国勢調査
の常住地による就業者・通学者数より
算出
【調査頻度：5年に1度】

自動車：16.8％
自転車：28.4％
鉄道：32.1％
バス：3.7％

R2 自 動 車 ：
15.1％

自動車利用者の１割がその他
の交通手段に転換することを
目標とする

目標① ラストマイルの多様な移
動手段が整えられ、既存公共交通
を利用しやすい状態

鉄道及び基幹路線バス（日
中片方向2便/h以上）の徒
歩アクセス圏を除いた地域
のうち、ラストマイルの交
通手段が確保されている
人口割合

・目的地や鉄道駅・バス停に
アクセスするための移動手
段が確保されていることを
評価する指標として設定

鉄道駅1km又は基幹路線バス停留所5
00mを除いた地域のうち、セッピィ
号・循環バス・駐輪場・シェアサイクル
ポート・タクシー乗り場から100m圏内
の人口を町丁目人口より算出
【調査頻度：毎年】

※データ整理中 R６ 100％

コンパクトな摂津市の地域特
性を踏まえ、市域全体をカ
バーすることを目標とする

年間免許返納件数 ・公共交通への利用転換を評
価する指標として設定

摂津警察署管内における1年間におけ
る運転免許証返納件数（摂津警察署所
有データ）
【調査頻度：毎年】

382件 R4 380件

現状と同程度の返納率を目標
とする

目標② ピーク時の通勤需要など、
特定のターゲットを絞った対策に
より、深刻な渋滞が緩和した状態

朝ピーク時における特定
の停留所間の路線バス所
要時間

・公共交通の円滑な運行に影
響を及ぼす渋滞の影響度を
評価する指標として設定

朝ピーク時間帯における以下の区間の
所要時間をバスロケデータから算出
①ふれあいの里→千里丘駅
②鳥飼八町→南摂津駅
【調査頻度：毎年を想定】

※データ整理中 R6 ①37分
②27分

時刻表通りの運行を目標とす
る（各バス会社webサイトに
おける検索結果）

目標③ 公共交通の需要を減らさ
ず、サービスを補完する形で、自
転車・シェアサイクルを利用しやす
い環境が整った状態

バス停から80m以内（徒
歩1分圏内）の駐輪場及び
シェアサイクルポートの設
置割合

・自転車及びシェアサイクル
が公共交通を利用しやすい
形で整えられているかを評
価する指標として設定

現地踏査によりバス停から80m以内
（徒歩1分圏内）の駐輪場及びシェアサ
イクルポートを確認
【調査頻度：毎年を想定】

17.1%
（12/70箇所）

R６ 30%

バス停３箇所につき１箇所程
度環境整備された状態を目指
す（バス停間3～400mとし、
約1kmに1箇所程度環境整備
される状態を想定）

目標④ 既存公共交通やラストマ
イルの手段などが利用しやすい空
間として整えられ、渋滞がなく安
全で快適に通行ができる状態

JR千里丘駅東口広場にお
ける違法駐車台数

・公共交通優先の利用しやす
い空間が整えられているか
を評価する指標として設定
（市内鉄道駅のうち最も自動
車による支障が大きい千里
丘駅東口広場を選定）

摂津市違法駐車等の防止に関する条例
に基づき、千里丘駅東口広場において
市委託事業者が巡回啓発を行った違法
駐車台数
【調査頻度：毎年】

1.7台/日

※令和5年度の対象
日数：64日

R5 1.0台 /日
以下

自動車による阻害などなく、
バスやタクシーが優先的に使
われる状態を目標とする

目標⑤ 事業者間のダイヤや路線
情報等が共通化された媒体があ
り、利用者が容易にアクセスでき
る状態

公共交通マップ掲載サイト
（市HPまたは連携する主
体のサイト内を想定）の閲
覧数

・情報の更新が適切に行われ
ているか、利用者にとって
必要とされる情報が提供で
きているかを評価する指標
として設定

統合された情報媒体の発行・配信数と
閲覧数の実績値より確認
【調査頻度：毎年を想定】 ー ー ３万アクセ

ス/年

公共交通ユーザーが1度はア
クセスすることを目標とする
（公共交通分担率35.8％×人
口8万7千人）

目標⑥ 住民等が、公共交通の現
状を認識し、自家用車の利用を控
える意識を持つとともに、公共交
通の利用促進に携わる人材が確
保・育成された状態

公共交通をできるだけ利
用したいと考える人の割
合

・公共交通利用に対する住民
意識が改善されているかを
評価する指標として設定

摂津市公式LINEを活用したアンケート
調査で、「できるだけ公共交通を利用
するよう心掛けている」と答えた割合
【調査頻度：毎年を想定】

ー ー 44.2％

公共交通利用者に加え、自動
車ユーザの半数程度が回答す
ることを目標とする
公共交通分担率35.8%＋自
動車分担率16.8％×1/2）

公共交通に関する講習や
勉強会等に参加・受講した
人数

・交通まちづくりの担い手が
育っているかを評価する指
標として設定

１年間に市の出前講座や民間の取組
（再生塾セミナー等）を受講した人数
【調査頻度：毎年を想定】

ー ー 20人
各小学校区あたり2名ずつ公
共交通人材を充てられること
を目標とする(10小学校区)

※調査頻度について：既存の調査でなく、今後摂津市に置いて調査を実施またはデータ提供を受けながら評価するものについては「～を想定」を記載



計画のモニタリング指標 23

○ 社会情勢等の変化によって計画の見直し・方向転換が必要となるかを確認する指標としてモニタリング指標を設定

モニタリング指標 現況値
指標の考え方 算出方法・データソース

鉄道・バスの利用者数 ※１ ・公共交通利用者が極端に減少していな
いか等を確認

⇒極端な減少が確認できる場合、原因を
分析し、改善を検討

各交通事業者が所有するデータから算出

ー鉄道事業者：主要駅の年間乗車人数及び日
平均乗車人数

ーバス事業者：主要系統※２の年間利用者数及
び日平均利用者数／市内に位置する各バス
停の年間利用者数及び日平均利用者数

※データ整理中 R5

公共交通に関する予算（公
共交通の収支率、公的資金
投入額） ※１

・公共交通に対して適切に予算が投入さ
れているかどうかを確認

⇒過度な予算投入となっている場合は、
効率化等の改善を検討

セッピィ号や市内循環バス等にかかる費
用を算出

・セッピィ号（公共施設巡回バス）：
3,151万円
・市内循環バス： 1,200万円

R6

※１ 地域交通法及び地域交通法施行規則において、設定することが求められている標準指標

※２ 主要系統：バス停の半数以上が摂津市内に所在する系統
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